別紙
令和8年度建設工事の入札参加資格審査申請における保護観察対象者等の雇用に関する協力雇用主及び雇用について
丸亀市では、平成28年11月24日に、丸亀地区保護司会及び高松保護観察所と「保護観察対象者等の社会復帰のための支援に関する協定」を締結しました。

この協定を受け、令和8年度の建設工事の入札参加資格審査申請についても、引き続き発注者別評価点の評価項目とします。
対象は丸亀市内に本店を有する事業者とします。

この項目での申請を行う場合は、高松保護観察所が発行する「協力雇用主登録及び雇用に関する証明書」を市庶務課へ提出してください。

入札参加資格審査申請の提出時に登録や証明書が間に合わない場合は、令和8年3月2日（月）までに証明書の提出をお願いします。（期限までに市庶務課必着とします。期限までに提出がない場合は加点対象となりません。）

	保護観察対象者等を雇用する協力者（協力雇用主）として高松保護観察所への登録
	1点



	保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を雇用

（通算３ヶ月（又は90日）以上）
※通算３ヶ月（又は90日）以上とは、証明日以前の1年間に保護観察対象者等を1人以上雇用した期間が対象となります。（期間については連続していなくても可。）
	1点




　　※総合評価落札方式での評価項目の追加ではありません。
【上記証明書の発行依頼手続】
証明書様式については、市ＨＰよりダウンロードし、必要事項を記入のうえ高松保護観察所へ持参（窓口に来られる方の身分証をご持参ください。）又は郵送（郵送の際には返信用封筒（切手貼付）を同封してください。）により申請し、令和8年1月以降の日付で発行する証明書を受けてください。なお、保護観察対象者等の雇用についての証明を受ける場合は、雇用者の所得源泉徴収簿の写し等、その期間内における雇用を証明する書類を添付してください。

　　　　　　　申請先：　〒760-0033

高松市丸の内1-1　高松法務合同庁舎６階

高松保護観察所　就労支援担当　宛て

℡（087）822-5445

※協力雇用主の登録手続について

高松保護観察所が協力雇用主登録の窓口となっており、随時受付しております。手続き等の詳細については高松保護観察所（上記申請先）にお問合わせください。
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